
 

 

 

 

苓北町水防計画書 

新旧対照表 



 

- 1 - 

 

修正前 修正後 修正理由等 頁 

第１章 総則 第１章 総則   

第２節 用語の定義 

主な水防用語の定義は、次のとおりである。 

 

１～６ （略） 

 

７．洪水予報河川 

 国土交通大臣が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民

経済上重大又は相当な損 

害が生じるおそれがあると認めて指定した河川。国土交通大臣

は、洪水予報河川につい 

て、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の

水位又は流量を示して洪 

水の予報等を行う（法第１０条第２項、法第１１条第１項、気

象業務法（昭和２７年法 

律第１６５号）第１４条の２第２項及び第３項） 

 

８～１４（略） 

 

１５．（新規） 

 

 

 

 

 

 

１５～１８（略） 

 

 

 

 

 

 

第２節 用語の定義 

主な水防用語の定義は、次のとおりである。 

 

１～６ （略） 

 

７．洪水予報河川 

 国土交通大臣が、流域面積が大きい河川で、洪水により国民

経済上重大又は相当な損 

害が生じるおそれがあると認めて指定した河川。国土交通大臣

は、洪水予報河川につい 

て、気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の

水位又は流量を示して洪 

水の予報等を行う（法第１０条第２項、法第１１条第１項、気

象業務法（昭和２７年法 

律第１６５号）第１４条の２第３項及び第４項） 

 

 

 

１５. 氾濫発生水位 

    洪水により相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫の発生

する水位（堤防天端高（又は背後地盤高））をいう。市町村長

の緊急安全確保措置の発令判断の目安となる水位である。これ

までの「氾濫する可能性のある水位」の名称を変更したもので

ある。 

 

１６～１９（略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

条項の修正 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

第４章 気象予警報・観測・通信連絡 第４章 気象予警報・観測・通信連絡   

第１節 気象予警報 

１．気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報 

は、指定河川洪水予報、（新規）を除き、一般の利用に適合

する注意報、警報、（新規）及び特別警報をもって代える。

なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けられていな

い。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する

一般の利用に適合する注意報、警報、（新規）及び特別警報

の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 気象予警報 

１．気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報 

は、指定河川洪水予報、指定海岸高潮予報を除き、一般の利

用に適合する注意報、警報、危険警報及び特別警報をもって

代える。なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けら

れていない。 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の名称と対応する

一般の利用に適合する注意報、警報、危険警報及び特別警報

の名称及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 
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水防活動の利用に適

合する注意報・警報 

一般の利用に適合

する注意報・警報 
発表基準 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると

予想したとき 

 

水防活動用 

気象警報 

大雨警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれが

あると予想したとき 

（新規） （新規） 

大雨特別警報 
大雨による重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想したとき 

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水

し、災害が発生するおそれがあると予想し

たとき 

水防活動用 

洪水警報 

 

洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水

し、重大な災害が発生するおそれがあると

予想したとき 

（新規） （新規） 

（新規） 
（新規） 

水防活動用 

高潮注意報 
高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇に

より災害が発生するおそれがあると予想し

たとき 

水防活動用 

高潮警報 

高潮警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇に

より重大な災害が発生するおそれがあると

予想したとき 

（新規） （新規） 

 高潮特別警報 
台風や温帯低気圧により高潮による浸水が

起こるおそれが著しく大きい場合 

水防活動用 

津波注意報 
津波注意報 

津波により災害が発生するおそれがあると

予想したとき 

 

水防活動用 

津波警報 

津波警報 
津波により重大な災害が発生するおそれが

あると予想したとき 

津波特別警報 

津波により重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想したとき（なお、「大

津波警報」の名称で発表する） 
 

水防活動の利用に適
合する注意報・警報 

一般の利用に適合
する注意報・警報 

発表基準 

水防活動用 
気象注意報 

レベル２ 
大雨注意報 

大雨による災害が発生するおそれがあると
予想したとき 

水防活動用 
気象警報 

レベル３ 

大雨警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが

あると予想したとき 

レベル４ 
大雨危険警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが
大きいと予想したとき 

レベル５ 
大雨特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが
著しく大きいと予想したとき 

水防活動用 
洪水注意報 

レベル２ 
氾濫注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水
し、災害が発生するおそれがあると予想し
たとき 

水防活動用 
洪水警報 

レベル３ 
氾濫警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水
し、重大な災害が発生するおそれがあると
予想したとき 

レベル４ 
氾濫危険警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水
し、重大な災害が発生するおそれが大きい
と予想したとき 

レベル５ 
氾濫特別警報 

台風や集中豪雨により河川の氾濫の起こる
おそれが著しく大きい場合 

水防活動用 
高潮注意報 

レベル２ 
高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇に
より災害が発生するおそれがあると予想し
たとき 

水防活動用 
高潮警報 

レベル３ 
高潮警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇に
より重大な災害が発生するおそれがあると
予想したとき 

レベル４ 
高潮危険警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇に
より重大な災害が発生するおそれが大きい
と予想したとき 

レベル５ 
高潮特別警報 

台風や温帯低気圧により高潮による浸水が
起こるおそれが著しく大きい場合 

水防活動用 
津波注意報 

津波注意報 
津波により災害が発生するおそれがあると
予想したとき 
 

水防活動用 
津波警報 

津波警報 
津波により重大な災害が発生するおそれが
あると予想したとき 

津波特別警報 

津波により重大な災害が発生するおそれが

著しく大きいと予想したとき（なお、「大
津波警報」の名称で発表する） 
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修正前 修正後 修正理由等 頁 

第５章 洪水予報・水位到達情報・水防警報 第５章 洪水予報・水位到達情報・水防警報   

第１節 水位周知河川における洪水予報 

 

知事が行う水位到達情報等 

水防管理団体は、熊本県知事が指定した水位周知河川につい

て、水位到達情報の通知を受けたときは、必要に応じて直ちに

関係水防機関等へ通知するとともに、一般住民に周知するもの

とする。 

なお、通知する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとお

り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 水位周知河川における洪水予報 

 

知事が行う水位到達情報等 

水防管理団体は、熊本県知事が指定した水位周知河川につい

て、水位到達情報の通知を受けたときは、必要に応じて直ちに

関係水防機関等へ通知するとともに、一般住民に周知するもの

とする。 

なお、通知する情報の種類、基本的な発表基準は、次のとお

り。 
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種類 発表基準 

氾濫注意情報 
基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）（警戒レ
ベル２相当水位）に到達したとき 

氾濫警戒情報 
基準地点の水位が避難判断水位（警戒レベル３相当水
位）に到達したとき 

氾濫危険情報 
基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）
（警戒レベル４相当水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生（新規）したとき 

氾濫注意情報解除 
氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫
注意情報を発表中に、基準水位観測所の水位が氾濫注
意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき 

 

種類 発表基準 

レベル２ 
氾濫注意報情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達し
たとき 

レベル３ 
氾濫警戒情報 

基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

レベル４ 
氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）
に到達したとき 

レベル５ 
氾濫発生情報 

氾濫が発生又は氾濫発生水位に到達したとき 

レベル２ 
氾濫注意情報解除 

レベル５氾濫発生情報、レベル４氾濫危険情報、レベ
ル３氾濫警戒情報又はレベル２氾濫注意情報を発表
中に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水位を下回
り、氾濫のおそれがなくなったとき 

 


